
 

 

                            議案第９号   

   令和６年度三浦市一般会計補正予算（第７号）  

 令和６年度の三浦市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。  

 （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の追加は、「第１表  債務負担行為補正」による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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子育て賃貸住宅等整備事業に係るＰＦＩ事業費

（維持管理業務、運営業務に係る物価変動分）

期        間 限    度    額

令和７年度から
　　令和21年度まで

（単位：千円）（追　加）

事       　     項

第　１　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

物価変動による増減額
並びにこれに係る消費
税及び地方消費税相当
額の増減額　（財産管理課・文化スポーツ課・図書館）
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議案第 10号   

三浦市都市計画マスタープランを定めることについて  

三浦市都市計画マスタープランを別冊のとおり定めることにつき、三浦市

議会基本条例（平成 26年三浦市条例第９号）第 11条の規定に基づき議会の議

決を求める。  

令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 11号   

   三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正す

る条例  

 （三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）  

第１条  三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年三浦市条例

第２号）の一部を次のように改正する。  

  第８条の３第２項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達す

るまでの子」に、「前条」を「第８条第１項」に改め、同条第３項中「前

条」を「第８条第１項」に改め、同条第４項中「日常 生活を営むのに支障

がある者（以下「要介護者」という。）」を「要介護者」に、「第２項中

「３歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、 当該子を

養育」とあり、」を「並びに第２項」に改める。  

  第 14条第１項中「定める者」の次に「（第 18条第１項において「配偶者

等」という。）」を加える。  

  第 18条を第 20条とし、第 17条の次に次の２条を加える。  

  （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等）  

 第 18条  任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援

制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、 介護両立支援制

度等の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る

当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければなら

ない。  

 ２  任命権者は、職員に対して、当該職員が 40歳に達した日の属する年度

（４月１日から翌年の３月 31日までをいう。）において、 前項に規定す

る事項を知らせなければならない。  

  （勤務環境の整備に関する措置）  

 第 19条  任命権者は、介護両立支援制度等 の請求等が円滑に行われるよう

にするため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

  （１）  職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施  

  （２）  介護両立支援制度等 に関する相談体制の整備  

  （３）  その他介護両立支援制度等 に係る勤務環境の整備に関する措置  

 （三浦市職員の育児休業等に関する条例の一部改正）  

第２条  三浦市職員の育児休業等に関する条例（平成４年三浦市条例第１号）  
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の一部を次のように改正する。  

  第９条第３項中「第 61条第 32項において読み替えて準用する同条第 29項」

を「第 61条の２第 20項」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」 という。）から施行す

る。ただし、第１条中三浦市職員 の勤務時間、休暇等に関する条例第８条  

の３第２項の改正規定（「前条」を「第８条第１項」に改める部分に限る。）、  

同条第３項の改正規定、同条第４項 の改正規定（「日常生活 を営むのに支

障がある者（以下「要介護者」という。）」を「要介護者」に改める部分

に限る。）及び次項の規定は、公布の日から施行する。  

 （三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）  

２  施行日以後の日を時間外勤務の制限の初日とする第１条の規定による改

正後の三浦市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条の３第２項の規

定による請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた

めに行うものに限る。）を行おうとする職員は、施行日前においても当該

請求を行うことができる。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 12号   

   三浦市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改     

   正する条例  

 三浦市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 32年三浦市条例

第 14号）の一部を次のように改正する。  

 第３条第１項中「新らた」を「新た」に、「支給 し」を「支給し、」に改

め、同条第３項第３号中「会議」を「勤務」に改める。  

 第４条第３項を次のように改める。  

３  市外に住所又は居所のある職員が勤務した場合において、任命権者が特

に必要があると認めるときは、費用弁償として鉄道賃、船賃、航空賃及び

車賃の実費を支給することができる。  

 別表第１行政不服審査会  弁護士である委員の項、行政不服審査会  弁護

士以外の委員の項、予防接種健康被害調査委員会  委員の項及び介護認定審

査会  医師及び歯科医師である委員の項を削り、同表中「介護認定審査会   

医師及び歯科医師以外の委員 」を「介護認定審査会  委員」に改め、同表障

害者介護給付費等の支給に関する審査会  医師である委員の項を削り、同表

中「障害者介護給付費等の支給に関する審査会  医師以外の委員」を「障害

者介護給付費等の支給に関する審査会  委員」に改め、同表に備考として次

のように加える。  

備考  この表に定める非常勤の職員のうち、報酬が日額で定められるもの

であって、大学の教授、准教授その他これらに類する職又は医師、歯

科医師、弁護士等の職にあるもので、当該職にある ものとしての高度

な知識、識見等が発揮されることを期待されて当該非常勤の職員とな

った者（当該大学の教授等の職にあるものとして特にこの表に定めら

れる場合を除く。）については、規則で定めるところにより、日額 5, 

0 0 0 円を超えない範囲内において報酬額を加算することができる。  

   附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項及び

第３項第３号の改正規定は、公布の日から施行する。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 13号   

   三浦市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

 三浦市職員の給与に関する条例 （昭和 30年三浦市条例第 36号）の一部を次

のように改正する。  

 第７条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げ、 同条第３項中「扶養親族たる配偶者、父母等につい

ては１人につき 6 , 5 0 0 円、前項第２号」を「前項第１号」に、「 10,000円」  

を「 13,000円、扶養親族たる父母等については１人につき 6 , 5 0 0 円」に改め、  

同条第４項中「（以下「特定期間」という。）」を削り、「特定期間に」を

「当該期間に」に改める 。  

 第８条を次のように改める。  

第８条  削除  

 第８条の２第２項中「 1 0 0 分の６」を「 1 0 0 分の 12」に改める。  

 第 14条中「翌日午前５時」を「翌日の午前５時」に改める。  

 第 16条の２第２項中「週休日又は休日以外の日の 午前零時から午前５時ま

での間」を「午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日又は休日に含ま

れる時間を除く。） 」に改める。  

 第 18条の５第２項中「第４条第５項」を「第４条第２項」に、 「、第７条、  

第８条及び第８条の３」を「及び第 ７条」に改める。  

 別表第１を次のように改める。  

 

別表第１（第３条関係）

（単位　円）

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定年前再任 １ 174,500 207,400 230,000 298,800 355,200 408,300

用短時間勤 ２ 175,600 209,000 231,500 300,300 356,900 410,200

務職員以外 ３ 176,800 210,600 233,000 301,800 358,500 412,100

の職員　　 ４ 177,900 212,100 234,500 303,200 360,100 413,900

５ 179,000 213,600 236,000 304,600 361,700 415,700

６ 180,100 215,200 237,500 305,700 363,500 417,500

７ 181,300 216,800 239,000 306,700 365,000 419,300

８ 182,400 218,400 240,500 307,900 366,600 421,100

９ 183,500 220,000 242,000 309,100 368,000 422,700

10 184,600 221,700 243,400 310,700 369,600 424,200

11 185,800 223,000 244,800 312,300 371,200 425,700

12 186,900 224,300 246,200 313,900 372,700 427,200

13 188,000 225,600 247,400 315,400 374,600 428,700

14 189,700 226,700 248,600 317,000 376,500 430,000

15 191,300 227,800 249,800 318,600 378,400 431,300

16 192,900 228,900 251,000 320,200 380,200 432,500

17 194,500 230,000 252,100 321,700 381,700 433,700

18 196,200 231,500 253,200 323,400 383,500 435,000

19 197,800 233,000 254,300 325,000 385,200 436,300

行　政　職　給　料　表

職員の区分
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20 199,400 234,500 255,400 326,600 386,800 437,500

21 201,000 236,000 259,400 328,000 388,500 438,700

22 202,700 237,500 260,400 329,700 389,900 439,500

23 204,400 239,000 261,300 331,400 391,300 440,300

24 206,100 240,500 262,200 333,000 392,700 441,100

25 207,400 242,000 263,100 334,200 394,100 441,700

26 209,000 243,400 264,700 336,100 395,300 442,300

27 210,600 244,800 266,300 337,800 396,500 442,900

28 212,100 246,200 267,800 339,400 397,500 443,500

29 213,600 247,400 268,600 340,900 398,600 444,200

30 215,200 248,600 270,000 342,500 399,800 445,000

31 216,800 249,800 271,300 344,100 400,900 445,400

32 218,400 251,000 272,300 345,700 402,000 446,100

33 220,000 252,100 273,300 347,400 402,700 446,600

34 221,700 253,200 274,300 349,200 403,400 447,000

35 223,000 254,300 275,300 351,000 404,100 447,400

36 224,300 255,400 276,400 352,800 404,800 447,800

37 225,600 259,400 277,400 354,300 405,400 448,200

38 226,700 260,400 278,700 355,700 406,000 448,600

39 227,800 261,300 280,000 357,100 406,500 449,000

40 228,900 262,200 281,200 358,500 406,900 449,300

41 230,000 263,100 282,500 360,000 407,300 449,600

42 231,500 264,700 283,800 360,800 407,500 450,000

43 233,000 266,300 285,000 361,800 407,800 450,300

44 234,500 267,800 286,200 362,800 408,100 450,600

45 236,000 268,600 287,300 363,700 408,400 450,900

46 237,500 270,000 288,500 364,800 408,700

47 239,000 271,300 289,800 365,700 409,000

48 240,500 272,300 291,100 366,700 409,300

49 242,000 273,300 292,400 367,600 409,500

50 243,400 274,300 293,400 368,300 409,800

51 244,800 275,300 294,400 369,000 410,100

52 246,200 276,400 295,500 369,600 410,400

53 247,400 277,400 296,600 370,000 410,600

54 248,600 278,700 297,800 370,600 410,900

55 249,800 280,000 298,900 371,300 411,200

56 251,000 281,200 300,100 372,000 411,500

57 252,100 282,500 301,300 372,300 411,700

58 253,200 283,800 302,600 373,000 412,000

59 254,300 285,000 303,900 373,700 412,300

60 255,400 286,200 305,200 374,300 412,500

61 256,400 287,300 306,500 374,600 412,700

62 257,400 288,500 307,800 375,100 413,000

63 258,400 289,800 309,100 375,700 413,300

64 259,400 291,100 310,400 376,300 413,500

65 260,400 292,400 311,700 376,600 413,700

66 261,300 293,400 313,000 377,200 414,000

67 262,200 294,400 314,300 377,900 414,300

68 263,100 295,500 315,400 378,500 414,500

69 263,900 296,600 316,300 378,900 414,700

70 264,700 297,800 317,600 379,400 415,000

71 265,500 298,900 318,900 380,000 415,300

72 266,300 300,100 320,200 380,500 415,500

73 267,000 301,300 321,400 381,000 415,700

74 267,800 302,600 322,700 381,600

75 268,600 303,900 323,900 382,100

76 269,300 305,200 325,100 382,400

77 270,000 306,500 326,400 382,800

78 270,800 307,800 327,500 383,300
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   附  則  

79 271,600 309,100 328,600 383,700

80 272,300 310,400 329,700 384,100

81 273,000 311,700 330,400 384,500

82 273,800 313,000 331,300 385,000

83 274,600 314,300 332,000 385,400

84 275,300 315,400 332,800 385,800

85 276,000 316,300 333,600 386,100

86 276,700 317,600 334,000

87 277,400 318,900 334,600

88 278,100 320,200 335,300

89 278,800 321,400 336,100

90 279,500 322,700 336,800

91 280,200 323,900 337,500

92 280,900 325,100 338,100

93 281,500 326,400 338,600

94 282,200 327,500 339,200

95 282,800 328,600 339,700

96 283,500 329,700 340,300

97 284,100 330,400 340,600

98 284,800 331,300 341,100

99 285,400 332,000 341,500

100 286,100 332,800 341,900

101 286,700 333,600 342,300

102 287,400 334,000 342,800

103 288,000 334,600 343,300

104 288,500 335,300 343,800

105 289,000 336,100 344,100

106 289,600 336,800 344,500

107 290,100 337,500 344,900

108 290,700 338,100 345,300

109 291,200 338,600 345,600

110 291,700 339,200 346,000

111 292,300 339,700 346,400

112 292,900 340,300 346,800

113 293,400 340,600 347,000

114 293,900 341,100 347,400

115 294,300 341,500 347,800

116 294,600 341,900 348,200

117 294,800 342,300 348,400

118 295,100 342,800 348,800

119 295,300 343,300 349,200

120 295,600 343,800 349,500

121 295,800 344,100 349,800

122 350,200

123 350,600

124 351,000

125 351,500

126 351,900

127 352,300

128 352,700

129 353,200

130 353,600

131 353,900

132 354,200

133 354,700
基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

192,000 219,500 273,300 279,700 320,600 362,700

定年前再任
用短時間勤
務職員・・
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 （施行期日）  

１  この条例は、令和 ７年４月１日（以下「切替日」という。）から施行す

る。ただし、第 14条の改正規定及び第 18条の５第２項の改正規定（「第４

条第５項」を「第４条第２項」に改める部分に限る。）は、公布の日から

施行する。  

 （号給の切替え）  

２  切替日の前日において行政職給料表の適用を 受けていた職員であって同

日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務  

の級であったものの切替日における号給（次項及び同表において「新号給 」  

という。）は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同

日においてその者が受けていた号給（同表において「 旧号給」という。）

に応じて同表に定める号給とする。  

 （切替日前の異動者の号給の調整）  

３  切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに

準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該

異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められ

る限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことがで

きる。  

 （令和８年３月 31日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

４  令和８年３月 31日までの間におけるこの条例による改正後の三浦市職員

の給与に関する条例（以下「新条例」という。）第７条の規定の適用につ

いては、同条第２項中「（５）  心身に著しい障害がある 者」とあるのは  

                             と、同条

第３項中「 13,000円」とあるのは「 11,500円」と、「とする」とあるのは

「、前項第６号に該当する扶養親族については 3 , 0 0 0円とする」とする。  

 （令和 10年３月 31日までの間における地域手当に関する経過措置）  

５  令和 10年３月 31日までの間における地域手当の月額は、新条例第８条の

２第２項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合

計額に 1 0 0 分の 12を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額と

する。  

附則別表（附則第２項関係）  

 

 

 

（５） 心身に著しい障害がある者 
（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

「  
」  

４級 ５級 ６級

１ １ １ １

２ １ １ １

旧号給
新　　　号　　　給
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３ １ １ １

４ １ １ １

５ １ １ １

６ １ １ １

７ １ １ １

８ １ １ １

９ １ １ １

10 ２ １ １

11 ３ １ １

12 ４ １ １

13 ５ １ １

14 ６ ２ １

15 ７ ３ １

16 ８ ４ １

17 ９ ５ １

18 10 ６ ２

19 11 ７ ３

20 12 ８ ４

21 13 ９ ５

22 14 10 ６

23 15 11 ７

24 16 12 ８

25 17 13 ９

26 18 14 10

27 19 15 11

28 20 16 12

29 21 17 13

30 22 18 14

31 23 19 15

32 24 20 16

33 25 21 17

34 26 22 18

35 27 23 19

36 28 24 20

37 29 25 21

38 30 26 22

39 31 27 23

40 32 28 24

41 33 29 25

42 34 30 26

43 35 31 27

44 36 32 28

45 37 33 29

46 38 34 30

47 39 35 31

48 40 36 32

49 41 37 33

50 42 38 34

51 43 39 35

52 44 40 36

53 45 41 37

54 46 42 38
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  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   

55 47 43 39

56 48 44 40

57 49 45 41

58 50 46 42

59 51 47 43

60 52 48 44

61 53 49 45

62 54 50

63 55 51

64 56 52

65 57 53

66 58 54

67 59 55

68 60 56

69 61 57

70 62 58

71 63 59

72 64 60

73 65 61

74 66 62

75 67 63

76 68 64

77 69 65

78 70 66

79 71 67

80 72 68

81 73 69

82 74 70

83 75 71

84 76 72

85 77 73

86 78

87 79

88 80

89 81

90 82

91 83

92 84

93 85
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議案第 14号   

   三浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一  

   部を改正する条例  

 三浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年三浦

市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 第 15条第４項中「 1 0 0 分の６」を「 1 0 0 分の 12」に改める。  

 第 16条第２項中「翌日午前５時」を「翌日の午前５時」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 16条第２項の

改正規定は、公布の日から施行する。  

 （令和 10年３月 31日までの間におけるパートタイム会計年度 任用職員の報

酬算定の基礎となる基準月額の 経過措置）  

２  令和 10年３月 31日までの間における改正後の第 15条第４項の規定の適用

については、同項中「 1 0 0 分の 12」とあるのは、「 1 0 0 分の 12を超えない

範囲内で規則で定める割合」とする。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 15号   

   三浦市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部     

   を改正する条例  

 三浦市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例 （昭和 43年三浦市

条例第１号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２項中「地域手当」の次に「、住居手当」を加える 。  

   附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 16号   

   三浦市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の     

   一部を改正する条例  

 三浦市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成 21年三

浦市条例第 29号）の一部を次のように改正する。  

 第５条第２項中第１号 を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げる。  

 第 13条中「翌日午前５時」を「翌日の午前５時」に改める。  

 第 15条第２項中「週休日又は休日以外の日の午前零時から午前５時までの

間」を「午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日又は休日に含まれる

時間を除く。）」に改める。  

 第 22条第２項中「（配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。  

 第 24条第２項中「、第７条」及び「若しくは第２項」を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 13条の改正規  

定及び第 24条第２項の改正規定（「若しくは第２項」を削る部分に限る。）  

は、公布の日から施行する。  

 （令和８年３月 31日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

２  令和８年３月 31日までの間における改正後の第５条第２項の規定の適用

については、同項中「（５）  心身に著しい障害がある者」とあるのは、  

とする。  

 （三浦市病院事業企業職員 の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例の一部改正）  

３  三浦市病院事業企業職員 の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例（令和４年三浦市条例第 26号）の一部を次のように改正する。  

  附則第２項中「、第７条」 を削る。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   

（５） 心身に著しい障害がある者 
（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

「  
」  
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                            議案第 17号   

   三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び     

   基準に関する条例の一部を改正する条例  

 三浦市水道事業及 び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例（昭和 42年三浦市条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 第５条第２項中第１号 を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げる。  

 第 12条の２第２項中「週休日又 は休日以外の日の午前零時から午前５時ま

での間」を「午後 10時から翌日の午前５時までの間（週休日又は休日に含ま

れる時間を除く。）」に改める。  

 第 18条第２項中「（配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）」を加える。  

 第 19条第２項中「、第５条の３」及び「若しくは第２項」を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第 19条第２項の

改正規定（「若しくは第２項」を削る部分に限る。）は、公布の日から施

行する。  

 （令和８年３月 31日までの間における扶養手当に関する経過措置）  

２  令和８年３月 31日までの間における改正後の第５条第２項の規定の適用

については、同項中「（５）  心身に著しい障害がある者」とあるのは、  

                             とする。  

 （三浦市水道事業及び公共下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

３  三浦市水道事業及 び公共下水道事業企業職員 の給与の種類及び基準に関

する条例の一部を改正する条例（令和４年三浦市条例第 25号）の一部を次

のように改正する。  

  附則第２項中「、第５条 の３」を削る。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   

 

（５） 心身に著しい障害がある者 
（６） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。） 

「  
」  
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議案第 18号   

   三浦市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正     

する条例  

 三浦市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例（昭和 32年三浦市条例第

11号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第３項中「 1 0 0 分の６」を「 1 0 0 分の 12」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （令和 10年３月 31日までの間における地域手当に関する経過措置）  

２  令和 10年３月 31日までの間における地域手当の月額は、改正後の第２条

第３項の規定にかかわらず、給料月額に 100分の 12を超えない範囲内で規則

で定める割合を乗じて得た額とする。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 19号   

   三浦市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を改     

   正する条例  

 三浦市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成 21年三浦市条例

第 28号）の一部を次のように改正する。  

第４条中「 1 0 0 分の６」を「 1 0 0 分の 12」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （令和 10年３月 31日までの間における地域手当に関する経過措置）  

２  令和 10年３月 31日までの間における改正後の第４条の規定の適用につい

ては、同条中「 1 0 0 分の 12」とあるのは、「 1 0 0 分の 12を超えない範囲内

で規則で定める割合」とする。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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議案第 20号   

   三浦市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  

 三浦市職員の退職手当に関する条例 （昭和 48年三浦市条例第４号）の一部

を次のように改正する。  

 第２条第２項中「）以上」を「））以上」に改める。  

 第５条第２項中「同項の規定は」を「前項の規定は」に改める。  

 第 16条第 11項第４号中「職業」を「安定した職業」に、「もの」を「者」

に改め、同条第 14項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定め

る」を「雇用保険法第 56条の３第１項第１号に該当する者に係る就業促進手

当について同条第４項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日

数に相当する」に改め、同項各号を削る。  

 附則第 10項中「令和７年３月 31日」を「令和９年３月 31日」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日 （以下「施行日」という。） から施行す

る。ただし、第２条第２項及び第５条第２項の改正規定は、公布の日から

施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の三浦市職員の退職手当に関する条例第 16条第 11 

項（第４号に係る部分に限り、同条第 15項において準用する場合を含む。）  

の規定は、退職職員（退職した三浦市職員の退職手当に関する 条例第２条

第１項に規定する職員（同条第２項の規定により職員とみなされる者を含

む。）をいう。以下この項において同じ。）であって施行日以後に安定し

た職業に就いた者について適用し、退職職員であって施行日前に職業に就

いた者に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお

従前の例による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 21号   

   三浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 三浦市国民健康保険税条例（昭和 30年三浦市条例第 50号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第３条第１項中「 100分の 6.68」を「 100分の 6.53」に改める。  

 第６条第１号中「 21,600円」を「 20,700円」に改め、同条第２号中「 10,800

円」を「 10,350円」に改め、同条第３号中「 16,200円」を「 15,525円」に改  

める。  

 第７条中「 100分の 2.8」を「 100分の 2.79」に改める。  

 第８条中「 16,800円」を「 17,400円」に改める。  

 第９条中「 100分の 2.18」を「 100分の 2.25」に改める。  

 第 11条中「 13,100円」を「 13,400円」に改める。  

 第 25条第１項第１号イ中「 15,120円」を「 14,490円」に、「 7,560円」を「

7,245円」に、「 11,340円」を「 10,868円」に改め、同号ウ中「 11,760円」を

「 12,180円」に改め、同号エ中「 9,170円」を「 9,380円」に改め、同項第２

号イ中「 10,800円」を「 10,350円」に、「 5,400円」を「 5,175円」に、「 8,100

円」を「 7,763円」に改め、同号ウ中「 8,400円」を「 8,700円」に改め、同号

エ中「 6,550円」を「 6,700円」に改め、同項第３号イ中「 4,320円」を「 4,140

円」に、「 2,160円」を「 2,070円」に、「 3,240円」を「 3,105円」に改め、

同号ウ中「 3,360円」を「 3,480円」に改め、同号エ中「 2,620円」を「 2,6 8 0

円」に改め、同条第２項第２号ア中「 2,520円」を「 2,610円」に改め、同号

イ中「 4,200円」を「 4,350円」に改め、同号ウ中「 6,720円」を「 6,960円」

に改め、同号エ中「 8,400円」を「 8,700円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の三浦市国民健康保険税条例の規定は、令和７年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                           議案第 22号   

三浦市地域包括支援センターに関する基準を定める条例の一部  

を改正する条例  

 三浦市地域包括支援センターに関する基準を定める条例（平成 26年三浦市

条例第 23号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「第 1 1 5 条の 46第４項」を「第 1 1 5 条の 46第５項」に改める。  

 第４条第１項中「員数」の次に「（地域包括支援センター運営協議会が第

１号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要で

あると認めるときは、常勤換算方法によることができる。以下同じ。）」を

加え、同条第２項の表以外の部分中「前項各号に掲げる職員の員数に」を「

第１項各号に掲げる常勤の職員の員数のほか、」に改め、「を加えたもの」

を削り、同項の表中「前項各号」を「第１項各号」に、「職員の員数に加え

る」を「常勤の職員の員数のほかに置くべき」に、「前項第１号」を「第１

項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。  

２  前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括

支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支

援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第１号被保険

者の数について、おおむね 3,000人以上 6,000人未満ごとに同項各号に掲げ

る 常 勤 の 職 員 の 員 数 を 当 該 複 数 の 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー に 配 置 す る こ と

により、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を

満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援セ

ンターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうち

から２人とする。  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 23号   

   三浦市漁港管理条例等の一部を改正する条例  

 （三浦市漁港管理条例 の一部改正）  

第１条  三浦市漁 港 管理条例（昭和 58年 三浦市条例第２号 ） の一部を次のよ

うに改正する。  

  別表第１中  

「  

 

 

 

 

 

 

                                 を  

 

 

 

 

 

                                」  

「  

 

 

 

 

 

 

                                 に  

 

 

 

 

 」  

改める。  

電柱、電話柱及びその他の柱類

地下埋設
物

水管、下水道管、ガ
ス管その他これらに
類する物件

近傍の類似地の価格の１平方メートル当たりの額に、占
用面積、100分の３及び365分の占用日数を乗じて得た額

備考　１　使用料が重量を単位として定められているもので、その重量が１トンに満た
　　　　ないとき、又はこれに１トン未満の端数があるときは、その満たない重量又は
　　　　端数の重量は、１トンとして計算する。
　　　２　使用料又は占用料が日を単位として定められているもので、その使用若しく
　　　　は占用の期間に１日未満の端数があるとき又はその使用若しくは占用の期間が
　　　　１日未満のときは、１日として計算する。
　　　３　占用料が面積をもって定められているもので、その面積が0.01平方メートル
　　　　未満のとき又はその面積に0.01平方メートル未満の端数があるときは、その全
　　　　面積又はその端数の面積を切り捨てて計算する。

三浦市道路占用料条例（昭和49年三浦市条例第28号）第
３条第３項及び別表の規定を準用する。

看板

標識

前各項に掲げるもの以外の目的
のための占用

電柱、電話柱及びその他の柱類

水管、下水道管、ガ
ス管その他これらに
類する物件

マンホール １基１月につき　80円

近傍の類似地の価格の１平方メートル当たりの額に、占
用面積、100分の３及び365分の占用日数を乗じて得た額

三浦市道路占用料条例（昭和49年三浦市条例第28号）第
３条第３項及び別表の規定を準用する。

備考　１　使用料が重量を単位として定められているもので、その重量が１トンに満た
　　　　ないとき、又はこれに１トン未満の端数があるときは、その満たない重量又は
　　　　端数の重量は、１トンとして計算する。
　　　２　使用料又は占用料が日又は月を単位として定められているもので、その使用
　　　　又は占用の期間が１日若しくは１月に満たないとき、又はそれらに１日若しく
　　　　は１月未満の端数があるときは、それぞれの満たない期間又は端数の期間は、
　　　　１日又は１月として計算する。
　　　３　占用料が面積又は長さを単位として定められているもので、その面積又は長
　　　　さが0.01平方メートル若しくは0.01メートルに満たないとき、又はそれらに
　　　　0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、それぞれの
　　　　満たない面積若しくは長さ又は端数の面積若しくは長さは、切り捨てて計算す
　　　　る。

前各項に掲げるもの以外の目的
のための占用

看板

標識

地下埋設
物
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別表第２占用の項中「 1 3 0 円」を「 1 9 0 円」に、「 2 6 0 円」を「 4 1 0 円」  

に、「 3 8 0 円」を「 6 9 0 円」に、「 1 , 5 6 0 円」を「 2 , 2 8 0 円」に、「 6 4 0

円」を「 6 8 0 円」に 、「 7 3 0 円」を「 1 , 1 3 0 円」に改め、同 表備考第２項

を次のように改める。  

     ２  占 用 料 が 面 積 を も っ て 定 め ら れ て い る も の で 、 そ の 面 積 が

0.01平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き 又 は そ の 面 積 に 0.01平 方 メ ー ト

ル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を

切り捨てて計算する。  

第２条  三浦市漁港管理条例の一部を次のように改正する。  

  別表第２占用の項中「 1 9 0 円」を「 2 5 0 円」に、「 4 1 0 円」を「 5 6 0 円」 

に、「 6 9 0 円」を「 9 9 0 円」に、「 2 , 2 8 0 円」を「 3 , 0 0 0 円」に、「 6 8 0

円」を「 7 2 0 円」に、「 1 , 1 3 0 円」を「 1 , 5 3 0 円」に改める。  

 （三浦市海岸保全区域 に係る占用料等に関する条例の一部改正）  

第３条  三浦市海 岸 保全区域 に係る占 用 料等に関する条例 （ 平成 12年三浦市

条例第５号）の一部を次のように改正する。  

  別表占用の項中「 1 3 0 円」を「 1 9 0 円」に、「 2 6 0 円」を「 4 1 0 円」に、 

「 3 8 0 円」を 「「 6 9 0 円」に、「 1 , 5 6 0 円」を「 2 , 2 8 0 円」に、「 6 4 0 円」を

「 6 8 0 円」に、「 7 3 0 円」を「 1 , 1 3 0 円」に改め、同 表備 考第１項 を次の

ように改める。  

     １  占 用 料 が 面 積 を も っ て 定 め ら れ て い る も の で 、 そ の 面 積 が

0.01平 方 メ ー ト ル 未 満 の と き 又 は そ の 面 積 に 0.01平 方 メ ー ト

ル未満の端数があるときは、その全面積又はその端数の面積を

切り捨てて計算する。  

第４条  三浦市海 岸 保全区域 に係る占 用 料等に関する条例 の 一部を次のよう

に改正する。  

  別表占用の項中「 1 9 0 円」を「 2 5 0 円」に、「 4 1 0 円」を「 5 6 0 円」に、 

「 6 9 0 円」を「 9 9 0 円」に、「 2 , 2 8 0 円」を「 3 , 0 0 0 円」に、「 6 8 0 円」を

「 7 2 0 円」に、「 1 , 1 3 0 円」を「 1 , 5 3 0 円」に改める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、 次 の各号に掲げる区 分 に応じ、それぞれ 当 該各号に定める

日から施行する。  

 （１）  第１条 中 別表第１の改正規 定 及び別表第２備考 第 ２項 の改正規定

並びに第３条中別表備考第１項の改正規定  公布の日  
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 （２）  第１条 及 び第３条の規定（ 前 号に掲げる改正規 定 を除く。）  令

和７年７月１日  

 （３）  第２条及び第４条の規定  令和 10年４月１日  

 （経過措置）  

２  第１条の規定 に よる改正前の三浦 市 漁港管理条例 又は 第 ３条の規定によ

る改正前の三浦市 海 岸保全区域 に係る 占 用料等に関する条 例 の規定により

算定された占用料 （ 当該占用 の期間が 令 和７年７月１日前 に 開始するもの

にあっては、同日 前 の占用の期間に係 る 占用料に限る。） で あって、 同日

前に賦課が行われ 、 同日の前日までの 間 においてその徴収 が 完了していな

いものに係る額、 徴 収の方法等につい て は、令和７年７月 １ 日 以後におい

ても、なお従前の例による。  

３  第２条の規定 に よる改正前の三浦 市 漁港管理条例又 は 第 ４条の規定によ

る改正前の三浦市 海 岸保全区域 に係る 占 用料等に関する条 例 の規定により

算定された占用料 （ 当該占用 の期間が 令 和 10年４月１日前 に 開始するもの

にあっては、同日 前 の占用の期間に係 る 占用料に限る。） で あって、 同日

前に賦課が行われ 、 同日の前日までの 間 においてその徴収 が 完了していな

いものに係る額、 徴 収の方法等につい て は、令和 10年４月１ 日以後におい

ても、なお従前の例による。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 24号   

   三浦市油壺駐車場条例の一部を改正する条例  

 三浦市油壺駐車 場 条例（平成 17年三浦 市条例第 24号）の一 部を次のように

改正する。  

 別表を次のように改める。  

別表（第 13条関係）  

期間  自動車等の種別  利用料金の上限額  

１月１日から６月 30日ま

で及び 10月１日から 12月

31日まで  

大型自動車  

中型自動車  

準中型自動車  

大型特殊自動車  

１日１回につき  1,100円  

普通自動車  

小型特殊自動車  
１日１回につき   600円  

大型自動二輪車  

普通自動二輪車  

原動機付自転車  

軽車両  

１日１回につき   300円  

７月１日から９月 30日ま

で  

大型自動車  

中型自動車  

準中型自動車  

大型特殊自動車  

１日１回につき  2,500円  

普通自動車  

小型特殊自動車  
１日１回につき  1,000円  

大型自動二輪車  

普通自動二輪車  

原動機付自転車  

軽車両  

１日１回につき   500円  

   附  則                              

 （施行期日）  

１  この条例は、 令 和７年７月１日（ 以 下「施行日」 とい う 。）から 施行す

る。  

 （準備行為）  

２  三浦市油壺駐 車 場条例 の規定によ り 指定管理者の指定 を 受けた者は、施
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行日前においても 、 施行日以後の三浦 市 油壺駐車場 の利用 に 係る利用料金

について、この条 例 による改正後の三 浦 市油壺駐車場条例 の 規定の例によ

り同条例の規定に基づく市長の承認を得ることができる。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 25号   

   令和６年度三浦市一般会計補正予算（第８号）  

 令和６年度の三浦市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 0 7 , 6 8 4千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,571,745千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加は、「第２表  繰越明許費補正」による。  

２  繰越明許費の変更は、「第２表の２  繰越明許費補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は、「第３表  地方債補正」による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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４ 水 道 費 水道事業会計補助及び出資金

１

第　２　表　　繰 越 明 許 費 補 正
（追　加） （単位：千円）

款

農林水産業費

７ 土 木 費

4,600 5,200

第　３　表　　地 方 債 補 正
（変　更） （単位：千円）

23,000 20,300

補　　正　　後
限　　度　　額

起　　債　　の　　目　　的
補　　正　　前
限　　度　　額

市営住宅除却事業費

常備消防委託等事業費

項 事　　　業　　　名

22,869

土 木 管 理 費

三浦縦貫道路関連事業

金　   額

急傾斜地崩壊対策事業

水 産 業 費２
三崎漁港整備事業 36,800

衛 生 費 3,800

22,400三崎漁港整備事業費

第　２　表　の　２　　繰 越 明 許 費 補 正
（変　更） （単位：千円）

子育て世代包括支援事業

補　　正　　前
金　　　　　額

補　　正　　後
金　　　　　額

事　　　　業　　　　名

22,000

45,600

急傾斜地崩壊対策事業費 22,900 27,700

藻場保全事業 962
５

４

２ 道 路 橋 り ょ う 費

道路維持補修事業

商 工 費 商 工 費

4,800

17,235

６

市民交流拠点整備事業（道路整備）

9,713

94,240

１ 観光の核づくり推進事業（広場） 41,280
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議案第 26号   

令和６年度三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）    

 令和６年度の三浦市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 2 5 , 2 6 3千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 5 , 7 5 2 , 3 9 6千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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第　１　表　　 歳 入 歳 出 予 算 補 正

　１　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　5 県支出金 3,862,915 106,220 3,969,135 

　1 県補助金 3,862,915 106,220 3,969,135 

　7 繰 入 金 450,397 19,043 469,440 

　1 他会計繰入金 433,178 24,959 458,137 

　2 基金繰入金 17,219 △ 5,916 11,303 

5,627,133 125,263 5,752,396 

　２　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

　2 保険給付費 3,785,100 106,220 3,891,320 

　1 療養諸費 3,323,776 66,055 3,389,831 

　2 高額療養費 443,065 40,165 483,230 

　5 基金積立金 10,391 19,043 29,434 

　1 基金積立金 10,391 19,043 29,434 

5,627,133 125,263 5,752,396 

歳　 　入　　 合　　 計

歳 　　出　 　合　 　計
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議案第 27号   

令和６年度三浦市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）    

 令和６年度の三浦市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 , 5 3 5 千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6 , 0 3 3 , 4 7 6千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 28号   

令和６年度三浦市市場事業特別会計補正予算（第２号）  

令和６年度の三浦市市場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 , 1 6 7千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 4 2 6 , 6 6 8千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

 の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 3 条第１項の規定により翌

年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表  繰越明許費」

による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は、「第３表  債務負担行為補正」による。  

２  債務負担行為の廃止は、「第３表の２  債務負担行為補正」による。  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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（追加）

（廃止）

第　２　表　　繰 越 明 許 費
(単位：千円)

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額

　市場高度衛生管理化対策事業 14,560
　2　施　設　費 　1　施　設　費

49,767

事　　　　　　項

移転補償費

 （市場管理事務所）

市場高度衛生管理化対策事業

　水産施設管理事業

440,000

第　３　表　　債 務 負 担 行 為 補 正 
(単位：千円)

限　　度　　額期　　　　間

　　　令和７年度から

　　　　令和８年度まで

事　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

58,000
 （市場管理事務所）

第　３　表　の　２　　債 務 負 担 行 為 補 正 
(単位：千円)

令和７年度
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議案第 29号   

   令和６年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計     

補正予算（第１号）  

令和６年度の三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 9 7 6 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 6 3 , 6 7 2千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 30号   

   令和６年度三浦市病院事業会計補正予算（第 １号）     

第１条  令和６年度三浦市病院事業会計 の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。  

第２条  令和６年度三浦市病院事業会計予算 （以下「予算」 という。）第３

条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ）  

収          入  

第１款  病院事業収益  2,648,909千円  14,905千円  2,663,814千円  

第２項  医 業 外 収 益 140,030千円  14,905千円  154,935千円  

第３条  予算第９条を第 10条とし、第８条の次に次の１条を加える。  

 （他会計からの補助金）  

第９条  病院事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、14,228

千円である。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 31号   

   令和６年度三浦市水道事業会計補正予算（第 ２号）     

第１条  令和６年度三浦市水道事業会計の補正予算（第 ２号）は、次に定め

るところによる。  

第２条  令和６年度三浦市水道事業会計予算第３条 に定めた収益的収入及び

支出の予定額を、次のとおり補正する。  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  計  ）  

収          入  

第１款  水道事業収益  1,442,759千円  3,871千円  1,446,630千円  

第２項  営業外収益  148,633千円  3,871千円  152,504千円  

支          出  

第１款  水道事業費用  1,396,656千円  3,871千円  1,400,527千円  

第１項    営業費用  1,321,915千円  3,871千円  1,325,786千円  

第３条  予算第９条を第 10条とし、第８条の次に次の１条を加える。  

（他会計からの補助金）  

第９条  水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,871

千円である。                          

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 32号   

   令和６年度三浦市公共下水道事業会計補正予算（第 １号）  

第１条  令和６年度三浦市公共下水道事業会計の補正予算（第 １号）は、次

に定めるところによる。  

第２条  令和６年度三浦市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）  

第２条に定めた 業務の予定量を次のとおり 補正する。   

  (既決予定量 ) (補正後の予定量 ) 

（４）  主要な建設  

改良事業  

管 き ょ 建 設 

改良費  
214,165千円  372,165千円    

 
コンセッション 

事 業 費 
262,482千円  269,482千円    

第３条  予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正  

する。  

（  科   目  ）  （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ）  

収          入  

第１款  公共下水道

事 業 収 益 
788,961千円  △ 50,505千円  738,456千円  

第１項  営 業 収 益 69,996千円  △ 4,318千円  65,678千円  

第２項  営 業 外 収 益 718,964千円  △ 46,187千円  672,777千円  

支          出  

第１款  公共下水道  

事 業 費 用 
801,241千円  △ 50,505千円  750,736千円  

第１項  営 業 費 用 733,844千円  △ 50,505千円  683,339千円  

第４条  予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正  

する。  

（  科   目  ）  （既決予定額）  （補正予定額）  （  計  ）  

収          入  

第１款  資本的収入  1,011,630千円  165,000千円  1,176,630千円  

第１項  企 業 債 302,100千円  77,000千円  379,100千円  

第３項  補 助 金 205,391千円  88,000千円  293,391千円  

支          出  

第１款  資本的支出  1,028,542千円  165,000千円  1,193,542千円  

第１項  建設改良費  476,691千円  165,000千円  641,691千円  

第５条  予算第５条の表に次のように加える。  
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事   項  期   間  限  度  額  

三浦市公共下水道（東部処

理区）運営事業費 

（物価高騰に伴う増額分） 

令和７年度から令和11年度まで 241,777千円  

第６条  予算第６条に定めた限度額を次のとおり補正する。  

起債の目的  補正前限度額  補正後限度額  

公共下水道整備事業費 302,100千円 379,100千円 

第７条  予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。  

（  科目  ）  （既決予定 額）  （補正予定額）  （  計  ）  

（１）職員給与費  93,348千円  △ 7,000千円  86,348千円  

第８条  予算第 10 条中「 152,558 千円」を「 112,371 千円」に改める 。  

令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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－1－ 

                            議案第 33 号  

令和７年度三浦市一般会計予算  

令和７年度三浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ れ 21,750,546千円と定める。

２  歳入歳出予算 の 款項の区分及び当 該 区分ごとの金額は 、 「第１表  歳入

 歳出予算」による。  

（継続費）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 212条第１項の規定による継続  

費の経費の総額及び年割額は、「第２表  継続費」による。  

（債務負担行為）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 2 14条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 を す る こ と が

できる事項、期間及び限度額は、「第 ３表  債務負担行為」による。  

（地方債）  

第４条  地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は 、「第４表  

地方債」による。  

（一時借入金）  

第５条  地方自治法第 235 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、 2,000,000 千円と定める。  

（歳出予算の流用）  

第６条  地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

 











7,787

戸籍住民基本台帳事業
（戸籍の振り仮名登録に
係る事務作業）

14,089
令和７年度

２ 総務費

令和７年度 164,199

令和８年度 70,371
１ 総務管理費

勤労市民センター運営管
理事業

234,570

3,151

令和８年度 3,894

３
戸籍住民基
本台帳費 戸籍住民基本台帳事業

（マイナンバーカード申
請等サポート業務）

7,045
令和７年度

6,302

令和８年度

第　２　表　　継 続 費
（単位：千円）

款 項 事　　業　　名 総　額 年　度 年割額

－6－



電子申請システム利用料 　令和８年度から
　　　令和12年度まで

1,997
（デジタル課）

新庁舎ネットワーク整備運用業務 　令和８年度から
　　　令和13年度まで

83,270
（デジタル課）

パブリッククラウド接続サービス利用業務 　令和８年度から
　　　令和９年度まで

5,447
（デジタル課）

学力調査業務

令和８年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額

（学校教育課）

経済対策利子補給金
令和８年度

小中学校児童生徒心臓・腎臓検診業務

令和８年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額

（学校教育課）

人事・給与・庶務事務システム運用事業 　令和８年度から
　　　令和13年度まで

73,100
（人事課）

塵芥収集車購入費
令和８年度 9,502

（廃棄物対策課）

複合機賃借料等

（財政課）

ごみ収集運搬業務（塵芥収集車追加調達分） 　令和８年度から
　　　令和10年度まで

2,737
（もてなし課）

がん検診業務（集団）

令和８年度

毎年度定める歳入歳
出予算の範囲内で、
契約単価に実施件数
を乗じ消費税等を加
えた額から自己負担
分を引いた額

（健康づくり課）

21,094
（廃棄物対策課）

第　３　表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

情報セキュリティクラウド運用業務（変更分） 　令和８年度から
　　　令和９年度まで

951
（デジタル課）

事　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　度　　額

63,000
　令和８年度から
　　　令和12年度まで

－7－



同　上

河川維持管理事業費 5,200 同　上 同　上 同　上

歩行空間整備事業費 6,100 同　上 同　上 同　上

急傾斜地崩壊対策事業費 23,000 同　上 同　上

同　上

環境センター改修（中継施
設）事業費

49,600 同　上 同　上 同　上

農業基盤整備事業費 21,900 同　上

勤労市民センター運営管理
事業費

122,100 同　上 同　上 同　上

三浦縦貫道路関連事業費 23,500 同　上 同　上 同　上

交通安全対策事業費 31,600 同　上 同　上 同　上

三崎漁港整備事業費 3,800 同　上 同　上 同　上

総合行政ネットワーク整備
事業費

6,000 同　上 同　上

計 2,566,900

消防団一般管理事業費 14,300 同　上 同　上 同　上

中学校教材教具整備事業費 21,400 同　上 同　上 同　上

中学校施設整備事業費 13,700 同　上 同　上 同　上

小学校施設整備事業費 11,700 同　上 同　上

同　上 同　上 同　上

市営住宅除却事業費 7,800 同　上 同　上 同　上

消防水利施設整備事業費 4,400 同　上 同　上 同　上

常備消防委託等事業費 21,000

同　上 同　上

清掃運搬施設等整備事業費 6,400 同　上 同　上 同　上

一般会計出資事業費 29,800

第　４　表　　地 方 債
（単位：千円）

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法

市民交流拠点整備事業費 2,056,200 　普通貸借又
は証券発行
　事業の進捗
その他の都合
により起債の
全部又は一部
を翌年度に繰
り越して起債
することがで
きる。

　　5.0%以内
( ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金、地方公共団
体金融機構資金
及び銀行等引受
について、利率
の見直しを行っ
た後においては、
当該見直し後の
利率）

政府資金について
は、その融通条件に
より、銀行その他の
場合には、その債権
者との協定条件によ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、若しくは繰上
償還又は低利債に借
換えすることができ
る。／／／／／／／

／

同　上

小学校教材教具整備事業費 40,000 同　上 同　上 同　上

同　上 同　上 同　上

公園緑地整備事業費 26,400 同　上 同　上 同　上

防災行政無線事業費 6,000 同　上 同　上 同　上

同　上

橋りょう維持修繕事業費 15,000 同　上 同　上

－8－



 

－1－ 

議案第 34号   

令和７年度三浦市国民健康保険事業特別会計予算  

 令和７年度三浦市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 , 5 1 7 , 9 5 0 千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 4 条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  債務

負担行為」による。  

 （歳出予算の流用）  

第３条  地方自治法第 2 2 0 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

（１）  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   







第　２　表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

事            項 期        間 限    度    額

422
複合機賃借料等 令和８年度から

 （保険年金課） 令和12年度まで

－4－



 

－1－ 

議案第 35号   

令和７年度三浦市後期高齢者医療事業特別会計予算    

 令和７年度三浦市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 , 0 7 2 , 9 9 6千円と定める。 

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額 は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 4 条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  債務

負担行為」による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







第　２　表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

事            項 期        間 限    度    額

複合機賃借料等
205

令和８年度から
      令和12年度まで （保険年金課）

－4－



 

 

議案第 36号   

   令和７年度三浦市介護保険事業特別会計予算    

 令和７年度三浦市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6 , 0 7 9 , 9 5 5千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

 （債務負担行為）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 2 1 4 条の規定により債務を負

担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表  債務

負担行為」による。  

 （一時借入金）  

第３条  地方自治法第 2 3 5 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、 2 0 0 , 0 0 0千円と定める。  

 （歳出予算の流用）  

第４条  地方自治法第 2 2 0 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  

 （１）  保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合におけ

る同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 1－  







第　２　表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

事            項 期        間 限    度    額

複合機賃借料等
1,056

令和８年度から
　　　令和12年度まで （高齢介護課）

－ 4 －



 

 －１－  

                            議案第 37号   

令和７年度三浦市市場事業特別会計予算  

令和７年度三浦市の市場事業特別会計 の予算は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額 は、歳入歳出それぞれ 627,090千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額 は、「第１表  歳入  

歳出予算」による。  

（債務負担行為）  

第２条  地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 214条の規定により債務を負担

する行為をするこ と ができる事項、期 間 及び限度額は、「 第 ２表  債務負

担行為」による。  

（地方債）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 2 30条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債

の起債の目的、限 度 額、起債の方法、 利 率及び償還の方法 は 、「第 ３表  

地方債」による。  

 （一時借入金）  

第 ４ 条  地 方 自 治 法 第 2 35条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 一 時 借 入 金 の 借 入 れ の

最高額は、 25,000千円と定める。  

令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   







　第　２　表　　債 務 負 担 行 為
          （単位：千円）

複合機賃借料等
（市場管理事務所）

　第　３　表　　地  方  債
          （単位：千円）

起　債　の　目　的 限 度 額 起債の方法 利　率

74,000　市場事業費

802

－4－

償　還　の　方　法

　　政府資金については、
　その融通条件により、銀
　行その他の場合には、そ
　の債権者との協定条件に
　よる。ただし、市財政の
　都合により据置期間及び
　償還期限を短縮し、若し
　くは繰上償還又は低利債
　に借換えすることができ
　る。

 　　5.0％以内
　( ただし、利率
　見直し方式で借
　り入れる政府資
　金、地方公共団
　体金融機構資金
　及び銀行等引受
　について、利率
　の見直しを行っ
　た後においては、
　当該見直し後の
　利率 ）

　　普通貸借又
　は証券発行
　　事業の進捗
　その他の都合
　により起債の
　全部又は一部
　を翌年度に繰
　り越して起債
　することがで
　きる。

限　　度　　額期　　　　間事　　　　　　　　　項

令和８年度から
　　　　令和12年度まで



 

－１－ 

議案第 38号   

   令和７年度三浦市第三セクター等改革推進債償還事業特別会計     

予算  

令和７年度三浦市の第三セクター等改革推進債償還事業特別会計の予算は、

次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算）  

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2 6 3 , 7 5 7千円と定める。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表  歳入

歳出予算」による。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   







―1― 

                            議案第 39号   

   令和７年度三 浦市病院事業会計予 算  

（総則）  

第１条  令和７年度 三浦市病院事業会計 の予算は、次に定め るところによる 。  

（業務の予定量）  

第２条  業務の予定 量は、次のとおりと する。  

 （１）  病床数                            136床  

 （２）  年間患者 数       入院             41,975人  

                外来             62,436人  

 （３）  一日平均 患者数     入院                115人  

                 外来                          258人  

 （４）  主要な建 設改良事業   資産 購入費          65,760千円  

                施設 整備費         103,576千円  

（収益的収入及び支 出）  

第３条  収益的収入 及び支出の予定額は 、次のとおりと定め る。  

収          入  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  病院事業収 益  2,727,920千円  

第１項  医 業 収 益 2,594,794千円  

  第２項  医業外 収益  133,124千円  

  第３項  特 別 利 益 2千円  

支          出  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  病院事業費 用  3,124,373千円  

  第１項  医 業 費 用 3,007,199千円  

  第２項  医業外 費用  62,223千円  

  第３項  特 別 損 失 4,951千円  

  第４項  予  備  費  50,000千円  

（資本的収入及び支 出）  

第４条  資本的収入 及び支出の予定額は 、次のとおりと定め る（資 本的収入

額が資本 的支出 額に 対し不足 する額 1 3 5 , 9 3 3 千円は、過 年 度分損益 勘定留

保資金 1 3 5 , 6 9 5 千円 並びに当 年度分 消費 税及び地 方 消費 税資 本的収支 調整

額 2 3 8 千円で補塡す るものとする。）。  

収          入  
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（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  資本的収入  322,944千円  

第１項  企  業  債  161,000千円  

  第２項  負  担  金  159,191千円  

第３項  補  助  金  2,750千円  

第４項  固定資産売 却代金  1千円  

第５項  寄  附  金  1千円  

第６項  貸付金返還 金  1千円  

支          出  

（  科   目  ）  （  金  額  ）  

第１款  資本的支出  458,877千円  

  第１項  建設改 良費  169,336千円  

  第２項  企業債 償還金  271,141千円  

  第３項  貸  付  金  8,400千円  

  第４項  予  備  費  10,000千円  

（企業債）  

第５条  起債の目的 、限度額、起債の方 法、利率及び償還の 方法は、次のと

おりと定める。  

起債の目的  限度額  起債の方法  利  率  償還の方法  

機 械 器 具 

整備事業費 

千円  

 

 

 

 

 

 

63,000 

 

 

普通貸借又

は証券発行     

事業の進捗

その他の都合

により起債の

全部又は一部

を翌年度に繰

り越して起債

することがで

きる。  

5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金、地方公共団

体金融機構資金

及び銀行等引受

について、利率

の見直しを行っ  

た後においては、  

当該見直し後の

利率）   

政府資金につ

いては、その融

通条件により、

銀行その他の場

合には、その債

権者との協定条

件による。ただ

し、企業財政の

都合により据置

期間及び償還期

限を短縮し、若

しくは繰上償還

又は低利債に借

換えすることが

できる。  
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建 物 関 係 

整備事業費 
98,000 同上  同上  同上  

計  161,000    

（一時借入金）  

第６条  一時借入金 の限度額は、 8 0 0 , 0 0 0 千円と定める。  

（議会の議決を経な ければ流用すること のできない経費）  

第７条  次に掲げる 経費については、そ の経費の金額を、そ れ以外の経費の  

金額に流用し、又は それ以外の経費をそ の経費の金額に流用 する場合は、  

議会の議決を経なけ ればならない。  

（１）  職員給与費  1,857,422千円  

（２）  交際費  99千円  

（たな卸資産購入限 度額）  

第８条  たな卸資産 の購入限度額は、 1 4 5 , 9 9 6 千円と定める 。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男  
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                            議案第 40号   

   令和７年度三浦市水道事業会計予算  

 （総則）  

第１条  令和７年度三浦市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  

 （業務の予定量）  

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）  給水栓数                     21,807栓  

 （２）  年間総配水量                  5,368,000㎥ 

（３）  一日平均配水量                  14,707㎥ 

（４）  主要な建設改良事業   改良整備事業        270,703千円  

老朽管更新事業       351,346千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入  

（  科   目  ）  （既決予定額） （補正予定額） （  金  額  ）  

第１款＊水 道 事 業 収 益   1,479,158千円  

＊第１項＊営 業 収 益   1,296,073千円  

＊第２項＊営 業 外 収 益   183,083千円  

＊第３項＊特 別 利 益   2千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款＊水 道 事 業 費 用   1,423,096千円  

＊第１項＊営 業 費 用   1,345,478千円  

＊第２項＊営 業 外 費 用   67,617千円  

＊第３項＊特 別 損 失   1千円  

＊第４項＊予 備 費   10,000千円  

（資本的収入及び支出）  

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める （資本的収入  

額が資本的支出額に対し不足する額  312,285千円は、過年度分損益勘定留  

保資金 82,520千円、当年度分損益勘定留保資金  181,097千円並びに当年度  

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 48,668千円で補塡するものとす

る。）。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 
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第１款  資本的収入    636,484千円  

第１項  企 業 債   551,800千円  

第２項  出  資  金    29,800千円  

第３項  負 担 金   17,722千円  

第４項  補  助  金    37,161千円  

第５項  固定資産売却代金   1千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的支出    948,769千円  

第１項  建設改良費    623,130千円  

第２項  企業債償還金    275,639千円  

第３項  予 備 費   50,000千円  

 （債務負担行為）  

第５条  債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のと  

おりと定める。  

事    項  期    間  限  度  額  

高山中央監視施設外更新工事  令和８年度 47,066 千円 

 （企業債）  

第６条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと  

おりと定める。  

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法 

     千円 

 

 

 

551,800 

               

 普通貸借又は

証券発行    

 事業の進捗そ

の他の都合によ

り起債の全部又

は一部を翌年度

に繰り越して起

債することがで

きる。 ことが 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金、地方公

共団体金融機構資

金及び銀行等引受

について、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者との協定条件

による。ただし、企業財

政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又

は低利債に借換えする

ことができる。    

 

 

 

上 水 道 

整 備 事 業 費
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 （一時借入金）  

第７条  一時借入金の限度額は、 600,000千円と定める。  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の  

金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、  

議会の議決を経なければならない。  

 （１）  職員給与費                     156,783千円  

 （たな卸資産購入限度額）  

第９条  たな卸資産の購入限度額は、 20,146千円と定める。  

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   
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                            議案第 41号   

   令和７年度三浦市公共下水道事業会計予算  

 （総則）  

第１条  令和７年度三浦市公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところ  

による。  

 （業務の予定量）  

第２条  業務の予定量は、次のとおりとする。  

 （１）  整備区域面積                     217㏊  

 （２）  年間有収水量                  1,309,490㎥ 

（３）  一日平均有収水量                  3,588㎥ 

（４）  主要な建設改良事業   管きょ建設改良費       190,818千円  

               コンセッション事業 費    482,185千円  

 （収益的収入及び支出）  

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ）  

第１款  公共下水道事業収益    757,617千円  

＊第１項＊営 業 収 益   63,462千円  

＊第２項＊営 業 外 収 益   694,154千円  

＊第３項＊特 別 利 益   1千円  

支          出  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款＊公共下水道事業費用    756,244千円  

＊第１項＊営 業 費 用   704,832千円  

＊第２項＊営 業 外 費 用   41,411千円  

＊第３項＊特 別 損 失   1千円  

＊第４項＊予 備 費   10,000千円  

 （資本的収入及び支出）  

第４条  資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入  

額が資本的支出額に対し不足する額 13,184千円は、過年度分損益勘定留保  

資金 13,184千円で補塡するものとす る。）。  

収          入  

（  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的収入    1,125,785千円  
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第１項  企 業 債   365,800千円  

第２項  負担金及び分担金    416,484千円  

第３項  補 助 金  343,500千円  

第４項  固定資産売却代金   1千円  

支          出  

 （  科   目  ）    （  金  額  ） 

第１款  資本的支出    1,138,969千円  

第１項  建設改良費    674,741千円  

第２項  企業債償還金    463,228千円  

第３項  予 備 費   1,000千円  

 （企業債）  

第５条  起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のと  

おりと定める。  

起 債 の 目 的 限 度 額  起 債 の 方 法 利  率 償 還 の 方 法 

     千円 

 

 

 

 

    365,800 

 

 

 

 

 普通貸借又

は証券発行 

事業の進捗

その他の都合

により起債の

全部又は一部

を翌年度に繰

り越して起債

することがで

きる。こと 

5.0％以内 

（ただし、利率見直

し方式で借り入れ

る政府資金、地方公

共団体金融機構資

金及び銀行等引受

について、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率） 

 政府資金については、

その融通条件により、銀

行その他の場合には、そ

の債権者との協定条件

による。ただし、企業財

政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮

し、若しくは繰上償還又

は低利債に借換えする

ことができる。 

 

 

公 共 下 水 道 

整 備 事 業 費 

 

 

 

 

 （一時借入金）  

第６条  一時借入金の限度額は、 2 0 0 , 0 0 0千円と定める。  

（予定支出の各項の経費の金額の流用）  

第７条  予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次の  

とおりと定める。  

（１）  営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用  

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）  

第８条  次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の  
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金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、  

議会の議決を経なければならない。  

 （１）  職員給与費                      93,621千円  

 （他会計からの補助金）  

第９条  公共下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は 、

1 3 0 , 4 6 5千円である。   

  令和７年２月 28日提出  

                     三浦市長  吉  田  英  男   

  



 

 

議案第 42号   

   市道路線の廃止及び変更について  

 別紙の市道路線を廃止及び変更したいので、道路法（昭和 27年法律第 1 8 0

号）第 10条第３項において準用する同法第８条第２項 の規定により議会の議

決を求める。  

  令和７年２月 28日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

44



廃　止

整理
番号

路線名

276番地先 277番地先

変　更

整理
番号

路線名
変更
前後

2.00～
5.40

幅 員 (m)

幅 員 (m)

起　　　点 延 長 (m)

起　　　点 終　　　点

641号
1295番１地先

1.80

1.80 64.50
初声町高円坊字榎原 初声町高円坊字榎原
1960番５地先
初声町高円坊字榎原 初声町高円坊字榎原
1960番５地先

前

後

1923番５地先

1923番４地先

終　　　点

102.33

延 長 (m)

14.00

1.20 24.20

１ 93号

１ 403号
初声町下宮田字飯森 初声町下宮田字飯森

1296番地先

三崎町小網代字鷺野 三崎町小網代字鷺野
２
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                            議案第 43号   

   令和６年度三浦市一般会計補正予算（第 ９号）  

 令和６年度の三浦市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 10,000千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 21,581,745千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

  令和７年３月５日提出  

三浦市長  吉  田  英  男   

1
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議 案 第 44号   

   事 業 契 約 の 変 更 に つい て  

 令 和 ４ 年 ６ 月 21日 議 案 第 27号 、 令 和 ５ 年 ３ 月 20日 議 案 第 ７ 号 、 同 年 ９ 月 28

日 議 案 第 60号 及 び 令 和 ６ 年 ９ 月 27日 議 案 第 36号 を も っ て 議 決 を 経 た 三 浦 市子

育 て 賃 貸 住 宅 等 整 備 事 業 契 約 の 一 部 を 次 の と お り 変 更 す る た め 、 民 間 資 金等

の 活 用 に よ る 公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 11年 法 律 第 1 1 7

号 ） 第 12条 の 規 定 に よ り 議会 の 議 決 を 求 め る 。  

１  相手 方  

  三浦 市 南 下 浦 町 上 宮 田 1584番 地  

  ＰＦ Ｉ 南 下 浦 市 民 セ ンタ ー 株 式 会 社  

２  変更 内 容  

区 分 変  更  前  変  更  後  

契 約 金額  2,233,554,853円  2,224,694,891円  

上 記 金額 に 、 本 事 業 契 約 の定 め る

方 法 によ り 算 定 し た 、 維 持管 理 業

務 及 び運 営 業 務 に 係 る 対 価の 額 に

係 る 物価 変 動 に よ る 増 減 並び に 当

該 増 減の 額 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方

消 費 税相 当 額 の 増 減 を 加 えた 額  

令 和 ７年 ３ 月 ５ 日 提 出  

三 浦 市長  吉  田  英  男   
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